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 （1月1日現在）�
 世帯数 21,102世帯�
 人　口 54,871人�
 男 26,562人�
 女 28,309人�
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北方領土返還運動�
全国強調月間�
2月1日～28日�

北方四島の一日も早い返
還のため、この問題への理
解と関心を深めましょう�

「投票区の見直し」について市民の皆様のご意見を募集します�

一緒に考えましょう�
新しい投票区�

一緒に考えましょう�
新しい投票区�

一緒に考えましょう�
新しい投票区�

一緒に考えましょう�
新しい投票区�

意見募集内容�

意見の送付は�

意見はこちらへ�

投票区の変更案�
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�
�
　現在までにお聞きしている「近くの投票所があるのに指定さ
れている遠くの投票所に行かなければならないので改善してほ
しい」といったご意見などを参考に、投票所までの距離や選挙
人の数を考慮し、投票区の変更案（右の表）をまとめています。�
　この案についてのご意見や他の案（一部の地域に関する
意見でもかまいません。）についてご意見をお寄せください。�
�
�
�
　郵送、ファックス、市内各公共施設に設置しているご意見
箱または電子メールでご送付ください。（様式は自由）�
　提出していただいたご意見の内容を確認させていただく場
合がありますので、差し支えなければ、住所、氏名および電話
番号を付記してください。�
　なお、電話でのご意見などには応じかねますので、あらかじめ
ご了承願います。�
�
�
�

①郵便による場合�

　〒617-8665　向日市選挙管理委員会�
②ファックスによる場合�

　6922‐6587�
③電子メールによる場合�

　senkyo@city.muko.kyoto.jp��
④ご意見箱設置施設�

　市内各公共施設�

　向日市選挙管理委員会では、有権者の利便性の向上を
図るため、投票区の見直しに取り組んでいます。そこで投
票区の見直しについて市民の皆様のご意見を募集します。�
　現在、投票区は小字ごとに設定していますが、このほ
ど同じ小字内でもＪＲ、阪急の線路や府道、市道などによっ
て、設定できるようになったため、見直すものです。�
　変更した投票区は、平成18年4月15日に任期満了
の京都府知事選挙から実施する予定です。�

　お寄せいただいたご意見については、選挙管理委員会
の考え方を整理して公表することとし、個々のご意見に直
接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。�

投票区変更区域（案） �

物集女町御所海道�

物集女町燈篭前 �

寺戸町二ノ坪（阪急京都線東側）       �

寺戸町八反田（寺戸川南側） �

寺戸町乾垣内 �

寺戸町里垣内  �

寺戸町寺山 �

寺戸町北野�

寺戸町笹屋 （阪急京都線東側）�

寺戸町岸ノ下（阪急京都線東側）�

鶏冠井町大極殿�
（北大極殿公園西側市道（市道6011号線）東側）�

鶏冠井町草田（ＪＲ東海道線西側）�

現行投票所 �

第2向陽小学校体育館�

第4向陽小学校体育館 �

第4向陽小学校体育館       �

西ノ岡中学校体育館 �

寺戸公民館 �

寺戸公民館  �

寺戸公民館 �

寺戸公民館�

寺戸公民館�

西山高等学校多目的ホール�

向陽小学校体育館�
�

第5向陽小学校体育館�

変更後投票所（案） �

西ノ岡中学校体育館 �

第2向陽小学校体育館�

寺戸コミュニティセンター �

第4向陽小学校体育館       �

第2向陽小学校体育館�

第2向陽小学校体育館�

第2向陽小学校体育館�

第2向陽小学校体育館�

寺戸コミュニティセンター �

第3向陽小学校体育館�

鶏冠井公民館�
�

老人福祉センター桜の径�

選挙管理委員会�
お問い合わせ�

（内線294）�

①第1投票所 第2向陽小学校体育館�
②第2投票所 寺戸公民館�
③第3投票所 向陽小学校体育館�
④第4投票所 鶏冠井公民館�
⑤第5投票所 上植野公民館�
⑥第6投票所 老人福祉センター桜の径�
⑦第7投票所 第3向陽小学校体育館�
⑧第8投票所 西山高等学校多目的ホール�
⑨第9投票所 向日台団地集会所�
⑩第10投票所 寺戸コミュニティセンター�
⑪第11投票所 第4向陽小学校体育館�
⑫第12投票所 第5向陽小学校体育館�
⑬第13投票所 西ノ岡中学校体育館�
�

現行投票所は�
次のとおりです�

平成17年�
2月28日（月）�
（消印有効）まで�

�

意見募集期間�



ごみ・し尿収集費�

　平成16年3月31日現在の向日市の財政状況がまとまり、総務省の統一基準に沿って、バラ
ンスシート(貸借対照表)を作成しました。地方公共団体においても、税の効率的な活用が求め
られており、とりわけ経営資源の状況とそれを調達するための財源の状況を示す新たな財政指
標としてバランスシートを作成しています。�

　バランスシートの作成により、施設の減価償却費や建設
のために発行した市債の利子などをコストとして積算すること
で、正確なトータルコストを把握することができます。施設に
係る経費は、民間では基本的に利用者の利用料で賄われて
いますが、地方公共団体の施設では、利用料のほかに、一般
的に相当部分が税など（主に市民の負担）で賄われています。�

資産合計(A)

有形固定資産�

投資等�

流動資産�

負債合計(B)

固定負債�

流動負債�

正味資産合計(C=A-B)

442億7,390万9千円�

398億4,418万円�

23億1,555万9千円�

21億1,417万円�

138億8,993万円�

126億7,471万5千円�

12億1,521万5千円�

303億8,397万9千円�

441億3,230万2千円�

395億7,316万6千円�

24億1,268万5千円�

21億4,645万1千円�

134億6,036万7千円�

121億9,137万5千円�

12億6,899万2千円�

306億7,193万5千円�

81万9千円�

73万7千円�

4万3千円�

3万9千円�

25万7千円�

23万4千円�

2万2千円�

56万2千円�

83万円�

74万5千円�

4万5千円�

4万円�

25万3千円�

22万9千円�

2万4千円�

57万7千円�

向日市一般会計� 市民一人当たり�

公共施設の管理運営費�
主要事業のコスト�
公共施設の管理運営費�
主要事業のコスト�
公共施設の管理運営費�
主要事業のコスト�
公共施設の管理運営費�
主要事業のコスト�

（平成14年度人口53,148人/平成15年3月31日　平成15年度人口54,063人/平成16年3月31日）�

バランスシートで見る向日市の財政状況�バランスシートで見る向日市の財政状況�バランスシートで見る向日市の財政状況�バランスシートで見る向日市の財政状況�

経　　費� 収　　入�

職員人件費�

管理費�

減価償却費�

計（a）�

普通建設事業費�

1,660,892

国庫支出金�

府支出金�

計（b）�

差引市支出額(a)-(b)

保護者負担金�

その他�

延べ入所者数�

入所児童1人当たり保護者負担金�
入所者児童1人当たり市支出額�

9,359人�

平成15年度�

14,660円/月�
105,677円/月�

8,901人�

平成14年度�

14,299円/月�
71,968円/月�

（単位:千円）�

平成15年度�

686,134

268,960

30,212

675,586

1,036,237

平成14年度�

716,633

295,073

9,453

15,078

平成15年度�

312,104

212,835

671,861

989,031

137,200

9,722

平成14年度�

157,290

101,011

395,647

640,590

127,273

10,073

（単位:千円）�

経　　費� 収　　入�

職員人件費�

し尿処理費�

乙訓環境衛生組合費�

計（a）�

塵芥収集費�

189,448

41,627

683,989

5,798

1,244,728

323,866

8,289

2,334

�
�

13,363

1,231,365

2,150

�
�

�

計（b）�

減価償却費�

差引市支出額(a)-(b)

ごみ処分等手数料�

し尿くみとり手数料�

府補助金�

590その他補助金�

平成15年度�

198,898

41,826

707,321

4,524

1,276,479

323,910

平成14年度� 平成15年度�

8,034

2,737

13,991

1,262,488

2,610

610

平成14年度�

年度末世帯数�

一世帯当たりへの支出額�
年度末人口�

一人当たりへの支出額� 22,776円�

21,125世帯�

58,289円�
54,063人�

平成15年度�

23,754円�

20,499世帯�

61,588円�
53,148人�

平成14年度�

保育所運営コスト�

平成15年度�平成14年度� 平成15年度�平成14年度�

市民一人当りの資産82万円 負債26万円�

　平成１6年3月31日現在で、向日市の一般会計
の総資産は合計で約442億7千万円となりました。
前年度末に比べ約1億4千万円の増となりました。�
　負債は全体で約138億9千万円、前年度に比べ
約4億3千万円の増、その差である正味資産は約
303億8千万円で、前年度に比べ約2億9千万円の
減となりました。�
　バランスシートは、年度末時点で自治体が保有す
る「市民のための財産」と、その財産をつくるための
負担を誰がしてきたのかを表した報告書です。　�
�
�
�
　資産は約442億7千万円で、そのうち建物や土
地などの有形固定資産が約398億4千万円で資
産全体の約90.0％を占めています。有形固定資産
の主な内訳は、学校・図書館などの教育関係の資
産が約202億2千万円、道路などの土木関係の資

産が約120億7千万円、保育所、老人福祉センター
などの民生関係の資産が約34億7千万円となって
います。また基金（積立金）、貸付金、未収金等の
投資・流動資産が約44億3千万円となっています。�
�
�
�
　将来の市民が負担する負債は約138億9千万円。
固定負債の主なものは地方債（借入金）が約100
億1千万円、退職給与引当金が約26億6千万円と
なっています。�
�
�
�
　正味資産は、資産から負債を差し引いた額をいい、
国と府、市民がお金を出し合って、合計で約303億
8千万円の資産を形成したことになります。  �
�

資産（財産）は？�

負債は？�

正味資産は？�

はじめよう、�
チャレンジウォーク�
はじめよう、�
チャレンジウォーク�

参加参加申込み�参加申込み�

手帳手帳へ記入記入�手帳へ記入�

ウォーク賞の認定認定�ウォーク賞の認定�

�

平成17年（2005年）2月1日�2 NEWS&TOPICS

（1日の目標歩数を150日達成した方）�

チャレンジウォーク�チャレンジウォーク�チャレンジウォーク�チャレンジウォーク�
　「チャレンジウォーク」は、参加者
が設定した一日の目標歩数（3千歩
～1万歩）を150日達成したら、ウォー
ク賞として認定するというものです。�

認定
者�

紹介
�

「ウォーク賞」に認定された皆様をご紹介します。�
�

お問い合わせ� 健康推進課保健予防係（内線339・357）�

認定者�

■認定1回目�
森安弘之さん（寺戸町）�
中井　勇さん（鶏冠井町）�
下村浩一さん（寺戸町）�
岡本隆三さん（寺戸町）�
森本良一さん（寺戸町）�
大嶋定夫さん（寺戸町）�
安達和子さん（森本町）�
尾前ノリ子さん（寺戸町）�
齊籐静香さん（寺戸町）�
安田美智子さん（物集女町）�
佐藤　保さん（寺戸町）�
奥野君子さん（上植野町）�

中村優子さん（寺戸町）�
田中ユキヱさん（物集女町）�
田中一男さん（物集女町）�
佐藤光子さん（寺戸町）�
藤原繁夫さん（森本町）�
達富文治さん（向日町）�
岡山博一さん（向日町）�
椋木佐保子さん（寺戸町）�
松井征昭さん（寺戸町）�
掃部和洋さん（上植野町）�
川上澄江さん（寺戸町）�
樫本政義さん（寺戸町）�
野村庄四郎さん（上植野町）�

■認定2回目�
大藤良勝さん（寺戸町）�
佐藤好夫さん（寺戸町）�
川嶋昭二さん（寺戸町）�
野矢茂雄さん（寺戸町）�
中川冨美代さん（寺戸町）�
窪田賢一さん（鶏冠井町）�
谷口光雄さん（寺戸町）�
岡山博一さん（向日町）�
山本朝子さん（上植野町）�
山本祥治さん（上植野町）�
梅景　實さん（寺戸町）�
青木眞一さん（寺戸町）�
尾前ノリ子さん（寺戸町）�
住岡正章さん（上植野町）�
福田義彦さん（寺戸町）�
森本良一さん（寺戸町）�

奥野君子さん（上植野町）�
田辺文雄さん（上植野町）�
柴田　浩さん（鶏冠井町）�
上田禧子さん（寺戸町）�
高木章子さん（寺戸町）�
宮脇伸陽さん（森本町）�
佐藤保さん（寺戸町）�
■認定3回目�
鹿島璋憲さん（上植野町）�
佐藤好夫さん（寺戸町）�
上田禧子さん（寺戸町）�
野矢茂雄さん（寺戸町）�
宮脇伸陽さん（森本町）�
谷口光雄さん（寺戸町）�
高木章子さん（寺戸町）�
藤r利雄さん（向日町）�
中川冨美代さん（寺戸町）�

1

3

2

▲かぐほちゃん�

　一日の目標歩数（3,000歩～1万歩）を決めて、
歩いた歩数を手帳に記入します。（自己申告制）�

　目標歩数を達成した日が150日になったら、健
康推進課か健康増進センター「ゆめパレアむこう」
にお越しください。認定スタンプを押印し、認定バ
ッジ（かぐほちゃんバッジ）を進呈します。�

　20歳以上の向日市民の方なら
誰でも参加できます。受付窓口
でウォーキング手帳を受け取ってください。�
受付窓口�
健康推進課、市民体育館、市民温水プール、保
健センター、地区公民館、コミュニティセンター、健
康増進センター「ゆめパレアむこう」�

※平成16年4月22日～平成17年1月20日の認定分（認定受付順）�

財政課�

バランスシートについてのお問い合わせ�

（内線285）�



�

NEWS
TOPICS&

�今年こそ災害の無い一年へ�
消防出初式で防災への思い新たに�

NEWS&TOPICS

　1月9日、新春恒例
の消防出初式が消
防署員、消防団員ら
200人以上の参加
のもと行われました。�
　市役所前では、久
嶋市長らの部隊観
閲や消防長、消防

団長からの訓示、消防団員の表彰が行われました。�
　また、会場を向日町競輪場に移し、署員、団員、
各種車両の行進と一斉放水が行われました。統
率の取れた動きを見せ、防災の備えに余念がな
いことを訪れた人たちに印象付けました。�

▲消防団らによる一斉放水�

581人が大人社会へ�
成人式で新たな門出を祝う�

　成人の日の1月
10日、市民会館で
成人式が行われ、
新成人581人のう
ち、396人が出席
しました。�
　式典の冒頭に

実行委員のピアノ演奏に乗せて、小学生や中学
生の頃の写真がスクリーンに映し出されると、一
枚ごとに大きな歓声が上がっていました。�
　新成人を代表して実行委員の上田克生さんと
藤木悦代さんが「次の世代の子供たちが憧れる
ような素敵な大人になりたい」と誓いの言葉を述
べました。�

▲新成人代表による誓いの言葉�

　平成16年分の所得税の確定申
告書の受付は、2月16日から3月15日
までです。�
■確定申告をしなければならない方�
①事業所得や不動産所得などがあ
る方で、平成16年中の所得金額の
合計額から所得控除を差し引き、そ
の金額に基づいて計算した税額か
ら配当控除額と定率減税額を差し
引いて残額のある方�
②サラリーマンの方で、給与の年収
が2,000万円を超える方、給与所得
や退職所得以外の所得の合計額
が20万円を超える方、給与を2か所
以上から受けている方　など�
�
■確定申告すれば源泉徴収された
税金が戻る方�
①マイホームをローンなどで取得また
は増改築をし、住宅借入金等特別
控除を受けられる方�
②多額の医療費（保険金などで補
てんされた金額を除く）を支払った方�
③年の途中で退職し、年末調整を
受けなかった方　など�

■確定申告相談会場の開設�
�右京税務署・近畿税理士会右京
支部・右京納税協会の共催による申
告相談所を下の表のとおり開設します。�
�
■還付申告相談センターの開設�
　サラリーマンなどの所得税の還付
申告は、次の会場でもできますので、
ご利用ください。�
■京都府総合見本市会館パルスプ
ラザ（伏見区）／2月1日（火）～10日
（木）（土・日曜日を除く）午前10時～
午後4時�
■総合市民交流センター8階（JR高
槻駅前）／2月1日（火）～15日（火）（土・
日・祝日を除く）午前10時～午後4時�
�
※確定申告書はご自分で作成し、郵
送などでお早めにご提出ください。�
※還付を受けるための申告書や公
的年金受給者の確定申告書などに
ついては、2月16日（水）から3月15日
（火）正午まで（土・日曜日を除く）、
市役所でもお預かりします。�
※右京税務署では、2月20日と27日
に限り日曜日にも、確定申告の相談
と申告書の受付を行います。なお、こ

の2日間は混雑が予想されますので、
あらかじめご了承ください。�
●お問い合わせ�
右京税務署1311-6366�
京都市右京区西院上花田町10‐1�
�
�
■市・府民税の申告をしなければな
らない方�
�平成17年１月１日現在、向日市に
住所があり、次に当てはまる方�
①平成16年中に給与・営業等・配当・
不動産などの所得のあった方�
②市・府民税申告書が送られてきた
方�
③収入が公的年金だけで、年金支
払者から報告される公的年金等支
払報告書に記載されていない控除
を受けようとする方�
�
■市・府民税の申告をしなくてもよい方�
①平成16年中の所得が給与のみで、
勤務先から給与支払報告書を市に
提出済みの方�
②平成16年分の確定申告をする方�
●お問い合わせ�
税務課市民税係（内線222、223）�

所得税の確定申告�

市・府民税の申告�

所得税の確定申告／市・府民税の申告�

申告書は自分で書いて�
郵送などでお早めに�

月　日�

会　場�

2　　　月� 3月�

　 　 　 　 ● ● ● ● �

● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ �

　 　 　 　 ▲ ▲ ▲ ▲ �

● ● ● ● ● ● ● ● ● �

※相談時間は、各会場とも午前9時30分～正午、午後1時～3時�
（相談者が多数の場合は、早めに受付を終了しますので、時間に余裕をもってお越しください）�
※相談会場では、譲渡所得・贈与税・相続税の相談はできませんので、税務署にお越しください。�
※会場に駐車場はありません。お車でのご来場はご遠慮ください。�
�

●近畿税理士会右京支部による、小規模事業者などのための無料相談�
▲右京税務署の職員による出張相談�

向 日 市 民 会 館 �

長 岡 京 市 立 産 業 文 化 会 館 �

大 山 崎 町 立 中 央 公 民 館 �

社 団 法 人 　 右 京 納 税 協 会 �

16�

水�

17�

木�

18�

金�

21�

月�

22�

火�

23�

水�

24�

木�

25�

金�

28�

月�

1�

火�

2�

水�

2月16日(水)～3月15日(火)
平成16年分の所得税の確定申告は�

　生活習慣病は、運動不足や不規則な食事など毎日の
生活習慣が積み重なって引き起こされる病気です。生活
習慣病の兆候として一番最初に目に見えてくるのは肥満
です。肥満そのものは病気でありませんが、生活習慣病と
呼ばれている、脳梗塞・心筋梗塞・糖尿病・高脂血症・高
血圧症・動脈硬化などの病気は、肥満が引き金となってい
ます。太るということは、体内に余分な脂肪が蓄えられてい
る状態で、その原因は運動不足と食べ過ぎです。�
　肥満につながるあなたの生活習慣を、肥満防止の12か
条で見直してみましょう。�

2月1日から7日は生活習慣病予防週間です　～肥満防止の12か条～�

①食事はゆっくり食べましょう�

②朝食はしっかり食べましょう�

③間食はほどほどにしましょう�

④夕食は早めの時間に食べましょう�

⑤夜食は習慣にならないようにしましょう�

�

⑥3食を規則正しく食べましょう�

⑦動物性脂質・糖分・塩分に注意し、バランスよく食べましょう�

⑧早寝早起をしましょう�

⑨適度な運動を毎日しましょう�

⑩リラックスできる時間を作りましょう�

⑪ストレスをためないようにしましょう�

⑫お酒はほどほどにしましょう�

こまめに歩くことなど運動を生活の中に取り入れ、適正な量と栄養バランスのとれた食事を心
がけることで肥満の予防と解消に努めましょう。それが、生活習慣病の予防と改善になります。�

肥満防止の12か条�

2月11日（祝）�
午後1時30分～4時30分�
長岡京市立中央公民館市民ホール�

基調講演�

「これからのまちづくりと市町村合併」�

パネルディスカッション�

「これからの乙訓を考える」�

講師 新川達郎さん（同志社大学大学院教授）�

お問い合わせ　政策協働課（内線280）�

主催／乙訓市町会、乙訓市町議会議長会、京都
南部地域行政改革推進会議乙訓地域分科会�

乙訓地域のあり方�
を考えるシンポジウム�
日時：�

場所：�
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■民生委員・児童委員（敬称略）■ ■民生委員・児童委員（敬称略）■

■主任児童委員（敬称略）■

社会福祉の向上に活躍 民生委員・児童委員は、地域住民の身近な相談支援
者として、生活上の相談に応じ、社会福祉の増進に努
めます。
主任児童委員は、児童福祉に関することを専門的に
担当します。
■お問い合わせ　地域福祉課地域づくり係（内線346）

お気軽に民生委員・児童委員まで
ご相談ください

平成17年（2005年）2月1日4 民生委員・児童委員



�
�

●日時／3月13日（日）【受
付】午前9時～9時25分
【開会式】9時30分�
【競技開始】10時�
●場所／市民体育館�

●対象／12歳以上（小学生を除く）�
●募集チーム／フリー（2人で110歳以上の部・
110歳未満の部）、女子（2人で110歳以上の部・
110歳未満の部）、初級の部（経験3年以内、クラ
ブ員を除く）とし、合計50チーム�
●参加費／1,000円（申込後に取消があっても、
返却しません）�
●申込み／3月1日（火）までに所定の申込用紙に
必要事項を記入のうえ参加費を添えて（現金書留可）、
教育委員会生涯学習課スポーツ振興係（内線325）
へ。�
※申込用紙は、教育委員会生涯学習課、各公民館、
市民体育館、市民温水プールに置いているほか、向
日市ホームページ（申請書提供サービス http://www.�
city.muko.kyoto.jp/shinsei/shinsei.html）または、向
日市体育指導委員ホームページ（http://mukotai.�
hp.infoseek.co.jp/）から取り出すことができます。�
�
�
①2月15日（火）午後2時～3時15分（2月4日（金）
午前9時から受付）�
②2月27日（日）午後2時～3時15分（2月14日（月）
午前9時から受付）�
●対象／18歳以上の方25人�
●申込み／受講料1,000円と顔写真（3×2.5cm）
を持参。午前9時の時点で定員を超えたときは抽選。�
y市民体育館1932‐5011�
�
�
●日時／2月26日（土）�
○午前の部…午前10時～正午�
○午後①の部…午後1時～3時　�
○午後②の部…午後3時30分～5時30分�
●場所／市民体育館�
●参加費／各時間１人300円�
●種目／バドミントン、卓球、バスケットボール�
（60歳以上の方に卓球台6台無料開放）�
●申込み／当日受付�
●持ち物／体育館シューズ、ラケット（貸出有）、シャ

トル（貸出有）、ピン球（貸出有）、ボール（貸出有）�
y市民体育館1932‐5011�
�
�
■ワンポイント・アドバイス■　�
○2月11日（金）午後2時30分～3時45分�
○2月21日（月）午前10時30分～11時45分�
y市民温水プール1931‐5277�
�
�
�
�

●日時／2月6日（日）午後1
時開演�
●場所／市民会館ホール�
●主催／乙訓文化芸術祭
実行委員会�

y市民会館1932‐3166�
�
�
●日時／2月20日（日）午後1時開演�
●場所／大山崎町体育館�
●出演団体／大山崎太鼓同好会、でんでん、楽ッ
鼓＆ほしの鼓、和太鼓輝楽々、和太鼓クラブ藹あい、
和太鼓サークルつくどん�
y大山崎町総務課企画広報係・生涯学習課生涯
学習係1956‐2101�
�
�
�
�
●日時／2月12日（土）午前9時30分～午後1時30分�
●場所／中央公民館�
●内容／ひなまつりのお寿司とデザートを作ります。�
●講師／向日市子ども会育成連絡協議会のみな
さん�
●対象／小学生30人�
●参加費／400円（材料費含む）�
●持ち物／エプロン、三角巾、食器用布巾、手ふき
タオル�
●申込み／2月8日（火）までに、向日市生涯学習推
進サークル「まなぼうや」事務局・教育委員会生涯
学習課（内線322・324）へ。定員になり次第締切り。�
�
�
�
●日時／2月13日（日）午後0時30分～4時30分（開
場午前10時30分）�
●場所／京田辺市立中央公民館（京田辺市田辺
丸山214）�
●内容／講演、NPO法人などの活動PR、パネルディ
スカッション�
●講師／宗田好史さん（京都府立大学助教授）�
●定員／250人（当日受付）�
y特定非営利活動法人やましろ里山の会10774
‐64‐4183、京都府山城振興局企画総務部企画
振興室10774‐21‐2049�
�
�
●日時／2月26日（土）午後1時30分～4時30分�
●場所／府立総合社会福祉会館（ハートピア京都、
京都市中京区竹屋町通烏丸東入ル清水町375）�
●対象／京都府内の母子家庭などの方30人�
●内容／フリートーク「なりたい自分になろう！」�
●保育ルーム／あり�
●申込み／京都府社会福祉協議会母子家庭等
自立支援センター（1252‐6010、6252‐6312）へ。
定員になり次第締切ります。�

�
�
●日程�
�
�
�
�
�
�
�
�
※時間はいずれも午後1時30分～3時30分�
※15日の実習時には、調べたい食材（着色料の入っ
ているもの）をお持ちください。�
●場所／京都府乙訓総合庁舎（向日市上植野町
馬立8）�
●定員／15日は30人、18日・23日は50人�
●申込み／それぞれの開催日前日までに、京都府
消費生活科学センター（1802‐3261・802‐3262、
6801‐3530）へ。定員になり次第締切ります。�
�
�
�
�
●日時／3月20日（日）午前10時30分～午後2時
30分�
●場所／京都テルサ（京都市南区東九条下殿田
町70）�
●対象／新入学児童などのいる母子家庭および
父子家庭75組�
●申込み／2月15日（火）（必着）までにハガキに「住
所・電話番号・保護者氏名・新入学児童の名前（ふ
りがな）と生年月日・新入学児童以外に同伴児童
があれば名前（ふりがな）と生年月日・自宅からの交
通手段・交流会で話したいテーマがあればその内容」
を記入して、京都府乙訓保健所福祉室（〒617‐
0006向日市上植野町馬立8・1 933‐1154・
6921‐0191）へ。応募者多数の場合は抽選します。�
�
�
�
�
�
�
�
�
●登録の条件／向日市に住むおおむね15人以上
で構成されている団体�
●登録料／5,000円�
●登録の有効期間／平成17年4月1日～平成18
年3月31日�
●登録申請書の提出／所定の申請書に必要事
項を記入し、2月15日（火）までに市民体育館事務
室（1932‐5011）に提出してください。�
�
�
�
�
●日時／2月17日（木）午前9時30分～11時30分�
●場所／大山崎ふるさとセンター�
●審査科目／整形外科�
●内容／身体障害者手帳、補装具、補聴器などの
相談�
●持ち物／身体障害者手帳（所持者のみ）、補装
具（現在使用されているもの）、印鑑�
●申込み／障害者高齢者支援課サービス係（内
線327・340）または、京都府身体障害者更生相談
所（10774‐55‐4119）へ。�

講座・スポーツの催し、サービスの案
内など、市からのお知らせを中心に
掲載しています。�

市の催し・サービス情報�

インフォメーション�インフォメーション�インフォメーション�インフォメーション�

催し情報�
EVENT INFORMATION

●向日市役所への電話でのお問い合わせは、1931
‐1111（代表番号）にお掛けください。担当課にお
つなぎします。�
●向日市役所への（ファックスは6922‐6587、郵便
物は「〒617‐8665　向日市役所」、Eメールは
info@city.muko.kyoto.jp）にお送りください。�

※ファックス、郵便物、Eメールには、市役所のどこの課
（担当課名）へのものかをご記入ください。�
●参加費などの記載がないものは無料でご参加いた
だけます。�

y＝お問い合わせ、 HP ＝ホームページアドレス�

スポーツ�

文化・芸術�

講座・教室�

その他の催し�
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市民体育館トレーニング講習会（2月）�

市民温水プール（2月）�

消費生活講座�

スポーツデー�

乙訓文化芸術祭「日本舞踊への招待」�

乙訓文化芸術祭「和太鼓フェア」�

まなぼうや講座「子ども料理教室」�

「山城広域振興局NPO活動促進フォーラム」�
～地域にひろげよう！NPO活動～�

ショートテニス交流大会� ひとり親家庭を励ます知事と新入学児童等のつどい�

母子家庭等就業準備セミナー�

相談�

サービス情報�
SERVICE INFORMATION

身体障害者巡回更生相談�

2月15日（火）�
�
2月18日（金）�
�
�
2月23日（水）�

加工食品の安全性について�
～実験・実習 着色料を調べる～�
あなたが狙われている�
～最近の相談事例から～�
くらしの中の危険�
最近の生命保険商品と保険の
見直し�

月　日� 内　　　容�

スポーツ�

市民体育館使用団体登録�
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自分の生活のリズムの中で効果的かつ継続的にスローフィットネスを実践していただくためのシステムです。�

�
�
�
　支援費制度では、サービスが利用できる期間（支
給決定期間）をあらかじめ定めており、最長1年となっ
ています。�
　期間満了後も引き続き利用される場合は、新たに
支援費の支給申請が必要です。受給者証の支給
決定期間をご確認の上、できるだけ早く手続きください。�
　なお、支給決定期間を過ぎるとサービスを利用す
ることができなくなります。�
y障害者高齢者支援課障害者福祉係（内線327、
340）�
�
�
　児童手当（特例給付）の支給は、10月・2月・6月
の年3回です。�
　第2期（10月～1月）の支払いは2月10日です。�
※振込口座を変更された方は変更届の提出をお
願いします。�
y子育て支援課子育て支援係（内線349）�
�
�
�
�
●主な仕事／消費生活全般についての調査・学習、
消費生活に関する研修会・講習会への参加、自主
学習の取組み�
●応募資格／20歳以上の向日市民で、生活必需
品などの販売に関係していない方15人以内�
●任期／平成17年4月1日～19年3月31日��
●謝金／年額12,000円（予定）�
●申込み／2月18日（金）までに環境政策課市民
安全係（内線235）へ。�
�
�
�
�
●日時／2月21日（月）午後1時30分～3時15分（受
付時間）�

●場所／大山崎町保健センター�
●登録できる方／20歳から50歳までの健康な方�
●備考／受付から採血まで約45分、登録は無料です。�
●申込み／京都府乙訓保健所保健室（1933‐1153）
へ。当日受付もしていますが、検査準備の都合上、
お電話でご予約ください。�
�
�
�
�
�

　調査員が農林業関係者
のお宅に調査票をお届けし
ています。�
　全国の一定規模以上（経
営耕地面積30アール以上
など）の農林業を営んでい
る方が対象です。�

　後日、調査員が調査票を受け取りに伺いますので、
ご協力をお願いします。�
y情報統計課情報公開係（内線369）�
�
�
�
�
●職種／運転手（マイクロバス）（大型2種免許所
持者でバス運転の経験者、車両運行管理および
庁舎管理）�
●募集人員／1人�
●対象／昭和17年4月2日～昭和25年4月1日の
間に生まれた方�
●採用予定日／平成17年4月1日　�
●試験日／2月23日（水）午前9時～�
●試験会場／市民会館�
●試験内容／教養試験・面接�
●申込み／2月2日（水）～8日（火）（土曜日・日曜
日を除く）午前8時30分～正午、午後1時～5時に
市販の履歴書に写真を貼り、返信用定形封筒（80
円切手貼付）を添えて人事課（内線518）へご提出
ください（郵送不可）。提出書類は返却しません。�
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�
向日市グラウンド・ゴルフ協会�
　和気あいあいと楽しくやっています。心身のリフレッ
シュに最適です。60歳以下の若人、熱烈大歓迎。�
●日時／日曜日（月3回）午前中�
●場所／第3・第4向陽小学校グラウンド�
●参加費／会費3,500円（入会金1,000円）�
●申込み／2月20日（日）までに井上さん（1922‐
6853）まで。�
�
油絵 彩光クラブ�
　4月から正式に発足します。特に中高年、初心者
の方大歓迎。和気あいあいと楽しく絵を描きましょう。�
●日時／毎月第1・第3日曜日午後1時～4時�
●場所／寺戸公民館�
y滝本さん1921‐2383、谷口さん1922‐2962�
�

�

�

市民の方から寄せられた「会員募集」「催し」
などの情報を掲載しています。詳細につい
ては、各問い合わせ先にお訪ねください。�

市民の情報掲示板�

コミュニケーションコーナー�

会員などの募集�消費生活モニター募集�

人材募集�消費生活�

2005年農林業センサス�
農林業経営体調査実施中�

市役所嘱託職員（非常勤）募集�

統計・調査�

福祉�

居宅生活支援費の支給申請（更新）�

児童手当定期支払日は2月10日です�

2005年上半期の主な天文現象�

13日�
31日�
4日
16日�
23日�
27日�
13日�
20日�
1日�
16日�
27日�
29日�

水星が東方最大離角（‐0.0等）�
さそり座のアンタレスが月に隠される（星食）�
木星が衝（‐2.5等）�
月と土星が接近して見える�
月と木星が接近して見える�
水星が西方最大離角（0.4等）�
月と土星が接近して見える�
月と木星が接近して見える�
月と火星が接近して見える�
月と木星が接近して見える�
水星と金星と土星が接近して見える�
月と火星が接近して見える�

3月�
�

4月�
�
�
�

5月�
�

6月�
�
�

お問い合わせ　天文館1935‐3800

健康�

骨髄バンクドナー登録会�

　多彩なプログラムやマシンをお好きな時間にご利用い
ただけます。�
　介護や生活習慣病の予防・改善、身体のバランス調
整など「からだ」のお手入れを正しくカウンセリングします。�
　入会したその日からご利用いただけます。トレーニングウェア・
屋内用シューズ・タオルをご用意ください。バスルームを利用さ
れるときは、石けん・シャンプー・リンスなどをお持ちください。�

「健康友の会」会員募集�
※ご入会にあたっては、本人様のご署名が必要になります。�
●年間登録料1,000円�
●友の会月額会費2か月分（定期利用料）�
●口座番号が確認できるもの（キャッシュカード、預金通帳など）�
●ご指定口座のお届け印�
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ご入会申込みの際にご用意していただくもの�
�

冬
こ
そ
始
め
よ
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�
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運
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●営業時間／平日：午前10時～午後10時（ジム・スタジオのご利用は午後9時15分まで）、土・日・祝日：午前10時～午
後7時（ジム・スタジオのご利用は午後6時15分まで）　木曜日定休（祝日の場合は営業します。）�



第4回7.67星空コンサート「助っ人」募集�
　「つなぐ」をテーマに7月2日（土）に向日神社で
行われる7.67星空コンサートのお手伝いをしていた
だける方を募集します。�
●仕事内容／�
○コンサートの計画、ポスターの製作など�
○ポスター貼りや、短冊募集箱の設置・回収など�
○舞台設営、短冊飾り付け、「竹ろうそく」の設置、
スタッフの軽食準備など�
○出演者の誘導、照明、ビデオ・写真での記録など�
○舞台の解体、翌朝の舞台・境内の清掃など�
●事前説明会日程・場所／�
○3月26日（土）、5月25日（火）いずれも午後7時～、
福祉会館�
○6月22日（水）午後7時～、向日神社�
（毎月第4火曜日に定例会合を午後7時から福祉
会館で行っています。）�
yまちづくり市民の会の吉川さん1090‐8653‐
4147�

�
�
パン教室　～バレンタインパン作り～�
●日時／2月12日（土）午後2時～4時�
●場所／地域生活支援センター「アンサンブル」（長
岡京市調子2-5-7）�
●定員／15人�
●参加費／500円（材料費など）�
●持ち物／三角巾、エプロン、タオル、上履き�
●申込み／2月5日（土）までに「アンサンブル」の
野田さん（1956‐2543）まで。�
�
作品展「創」～えがおの手しごと展～ �
　あらぐさ3施設の通所者が日頃の活動で作った
和紙のオブジェ、さをり織りなどを展示販売します。�
●日時／2月12日（土）午後1時～7時、13日（日）午
前9時～午後7時、14日（月）午前9時～午後3時�
●場所／長岡京市産業文化会館�
yあらぐさ1953‐9212

平成17年（2005年）2月1日� 7INFORMATION

子育て支援�
インフォメーション�
「すこやか」「ひまわり」「秋桜」「さくら」の情報�

●2歳以下／毎週火曜日・木曜日�
●2歳以上／毎週水曜日・金曜日�
※いずれも午前10時～11時30分、予約不要�

さくら施設開放�

●五ノ坪公園…2月7日（月）�
●大極殿公園…2月21日（月）�
●中福知公園…2月28日（月）�
※いずれも午前10時～11時30分、予約不要�

すこやかめぐり�

　子育てしているもの同士、気軽に語り合いませんか。
今月のテーマは「生活リズムってついていますか？」です。�
●ひまわりサロン（第6保育所）…2月21日（月）�
●秋桜（こすもす）サロン（第5保育所）…2月28日（月）
※いずれも午前10時～11時30分�
●さくらサロン（第1保育所）…2月15日（火）午後1時
30分～3時�

※申込みは、電話で「すこやか」1932‐7830へ。�

おしゃべりサロン�

●すこやかほっとルーム…2月7日（月）午前10時～11時
30分、21日（月）・28日（月）いずれも午後1時30分～3時�
●さくらほっとルーム…2月2日（水）、9日（水）、16日（水）
いずれも午後1時30分～3時�
※1歳半までの乳児対象、予約不要�

ほっとルーム�

●上植野公民館…2月3日（木）、17日（木）�
●物集女公民館…2月10日（木）�
●物集女コミュニティセンター…2月24日（木）�
※いずれも午後1時30分～3時、予約不要�

すこやか出張�

育児相談�
○子育てセンター「すこやか」1932‐7830�
○子育て支援センター「ひまわり」1935‐0267�
○子育て支援センター「秋桜（こすもす）」1932‐
1819（第5保育所内）�
○子育て支援センター「さくら」1922‐0004�
※いずれも毎週月～金曜日午前9時～午後4時
○第2保育所1931‐4001毎週金曜日午前10時～
午後3時

●秋桜（こすもす）絵本の日（第5保育所）…2月25日（金）�
※午前10時～11時30分、予約不要�

絵本の日�

●第2保育所…2月17日（木）�
●第3保育所…2月10日（木）�
●第5保育所…2月24日（木）�
※いずれも午前10時～11時30分、予約不要、雨天中止�

園庭開放�

�
�
�

催しなど�

消防署見学と映画上映会�
●日時／2月18日（金）午前10時～�
●集合場所／向日消防署前�
●対象／2歳以上のお子さんとその親50組�
●申込み／電話で「すこやか」1932‐7830へ。�

すこやか講座　～絵本と読み聞かせ～�
●日時／2月14日（月）午前10時～11時30分�
●場所／子育てセンター「すこやか」�
●対象／向日市在住の小学校就学前の子どもを
育児している方�

●保育／1歳以上のお子さん。要予約・定員20人�
●申込み／電話で「すこやか」1932‐7830へ。�

「共有」「共鳴」そして「共生」のまちづくり�タウンミーティング�タウンミーティング�タウンミーティング� TOWN MEETING情
報
情
報
�

情
報
�

お問い合わせ　政策協働課（内線280）�

タウンミーティングの情報は、市役所の情報公開コーナー、またはホームページ「e-市長室」でご覧ください。�

■日時／平成16年12月27日（月）午前10時～11
時40分�
■場所／老人福祉センター「琴の橋」�
■参加者／老人福祉センターの利用者7人、市長、
政策企画室長ほか�
　老人福祉センターの利用者の皆様と、「高齢者に
とってのまちづくり」をテーマにタウンミーティングを行
いました。今回は、昨年12月に「より多くの市民の皆
様と、より多くの場所で、より多くの生の声を」をテー
マにタウンミーティングを刷新してから初めて行われ
たものです。より多くの場所でお話するために老人
福祉センターに市長が出向き、利用者の皆様と懇
談しました。また、初めての試みとして、参加者と久嶋
市長が1対1で膝を交えて意見交換を行いました。�
　参加者からの「市町村合併があるのかどうか」の
質問に、「2月に合併のシンポジウムを予定しており、

合併の議論が住民の皆様に拡がるような機会を設
けていきたい。合併については住民の皆様と一緒に
なって考えていきたい」と答えました。�
　また、「今近畿は地震の活動期に入っていると考
えられ、向日市にも断層があるが、安全性をどう考え
ておられるのか」との問いかけに、「安心安全のまち
づくりのため、市民の皆様を守るため、都市基盤整
備が大切です。年次を決めて整備していかなくては
ならないと考えています」と答えました。�
　さらに「通学区を見直していただきたい」との質問
には「通学区域を弾力化しており、行きたい小中学
校を選べるようになっております」と答えました。�
　その他、「街路灯が少ないので、増設してほしい」、
「総合調整が機能していない」、「ごみ集積場を1箇
所にすれば収集が簡単で人員も削減され、作業の
能率が早い」などの多くの意見が寄せられました。��

ENVIRONMENT環境�

お問い合わせ　環境政策課環境対策係（内線232）�

身近なことから、よりよい未来へ�

第11回� 省エネのチェックポイント�

あした�くらしかた�“地球思い”�の�の�くらしかた�“地球思い”�

●電気機器の特性を知り、待機電力を削減しましょう�
　待機電力（待機時消費電力）とは、テレビやエアコ
ンなどのリモコン操作式の機器などを使っていないと
きに、何らかの入力（作動）を待っている間に消費さ
れる電力のことです。�
　家庭で消費する電力のうち約9.4％が、待機電力
に使われています。これは一家庭におけるテレビの
消費電力と同じ割合です。�
　待機電力を減らす省エネ対策は、使っていない機
器はこまめに主電源を切り、コンセントからプラグを抜
く習慣をつけることです。ビデオやＣＤラジカセのように、
プラグを抜いてしまうと、タイマーなどの再設定に手
間のかかる機器もありますが、長時間使用しない場
合にはプラグを抜くようにしましょう。�

●照明器具の選び方ひとつで、省エネ効果があります�
○蛍光ランプを選ぶようにする。�
　蛍光ランプは、白熱電球の寿命の約6倍、電気代
は約3分の1以下です。白熱電球用のソケットに取り
付けられる電球型蛍光ランプは、値段は高めですが、
電気代は白熱電球より経済的です。　�
○買い替えるときは、インバーター式器具にする。�
　インバーター（周波数変換器）式は、すぐに点灯す
る、明るい、ちらつきがない、器具がコンパクトである
などの特長があります。通常の安定器を用いる場合
に比べて10％以上の省エネになります。�
　54Ｗ白熱灯から15Ｗ電球型蛍光灯に交換した
場合、年間で電気約78ｋＷｈ、約1，800円の節約に
なります。�

�



司法書士無料法律相談�

2月10日（木）午後1時30分～4時（受付は午後3時
30分まで）・福祉会館　※直接会場にお越しください。
y秘書広報課（内線295）�

消費生活相談� 毎週月・水・金曜日�

2月2日（水）、9日（水）、16日（水）、23日（水）�
午前10時～午後4時・市民相談室�
2月4日（金）、7日（月）、14日（月）、18日（金）、21日（月）、
25日（金）、28日（月）�
午後1時～4時・市民相談室�
y環境政策課市民安全係（内線235、249）�

年金相談� � 毎週木曜日�

2月3日（木）・10日（木）・17日（木）・24日（木）�
午前10時～正午、午後1時～4時・市民相談室�
y保険年金課年金係（内線218、246）�

健康相談・栄養相談� 不定期月曜日�

2月7日（月）、14日（月）、21日（月）、28日（月）�
午後1時30分～3時30分・保健センター
y子育て支援課（内線333、338）�

経営安定特別相談� 毎月第1～第4火曜日�

税務専門相談／2月1日（火）・15日（火）�
経営専門相談／2月8日（火）・22日（火）�
いずれも午後1時～4時30分・商工会館�
y向日市商工会1921-2732

家庭児童相談室� 月～金曜日�

月曜日から金曜日午前10時～午後4時・保健センター2階�
y家庭児童相談室1933-1199

女性のための相談室�毎月第4水曜日（予約制）�

2月23日（水）午後1時10分～4時（一人50分の予
約制）・市民会館�
y専用電話1931-1144

2月の市民相談�
カ�2 月�の� レ�ン�ダ�ー� 1か月のスケジュール�

毎1日号に掲載します�

公共施設の休館日�2月�

■市役所・保健センター…毎週土・日曜日、2月11日（祝）　■市民会館…毎週月曜日�
■図書館・文化資料館…毎週月曜日、2月1日（火）、15日（火）�
■天文館…毎週月曜日、2月1日（火）（機械調整日）、15日（火）�
■市民温水プール…毎週木曜日、2月28日（月） 　■市民体育館…毎週木曜日�
■福祉会館、老人福祉センター桜の径・琴の橋…毎週日曜日、2月11日（祝）�
■ゆめパレアむこう…毎週木曜日�

市税などの納期限�

2月28日（月）�
2月28日（月）�
2月28日（月）�

�

固定資産税第4期納期限�
介護保険料第9期納期限�
国民健康保険料第9期納期限�
�

市税などは納期限内に納めましょう�

■納税には便利な口座振替をご利用ください■�

健康づくりカレンダー�

お母さんと子どもの健康づくり�

離乳教室　2月15日（火）午前9時15分～11時30分�
乳児（前期）健診 　2月3日（木）午後1時15分～2時45分�
乳児（後期）健診　2月25日（金）午後1時15分～2時45分�
1歳9か月健診　2月10日（木）午後1時～2時45分�
3歳児健診　2月9日（水）午後1時～2時45分�
マタニティスクール　2月18日（金）、25日（金）午
前9時30分～　�
�

※場所はいずれも保健センター1933‐2666�

困りごと相談�

2月8日（火）、22日（火）午前10時～午後3時（受付は
午後2時30分まで）・福祉会館（予約は要りません）�
「法律相談」（2月8日のみ実施）「人権相談」�
「行政相談」「民生相談」「労働・社会保険相談」�
y秘書広報課（内線295）�

毎月第2・4火曜日�

乙訓特設人権相談��

困りごと相談会場で実施しています。�
y秘書広報課（内線295）�

毎月第2・4火曜日�

相談内容について
秘密は厳守します。�

y子育て支援課母子保健係（内線333、338）�

行事日程�

開催中�
2月2日（水）�
～13日（日）�
6日（日）�

�
17日（木）�

�
�
�
�
�
�
�

天文館プラネタリウム冬番組�
図書館開館20周年記念特別展�
渡邊 武追悼展「椿の文化財」�
乙訓文化芸術祭�
「日本舞踊への招待」・市民会館�
献血／午前10時～11時45分・�
午後1時～3時30分・向日市役所�

�
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※献血受付時に「本人確認」が必要です。運転免
許証、保険証などの身分証明書をお持ちください。�
□毎月1日は無火災推進日　�
□毎月23日は健康ウォークデー�
□むこう愛菜市（地元農家の農産物直売）　�
毎週土曜日午前9時～9時30分・保健センター�
毎週火曜日午前8時30分～9時・市民温水プール
※売り切れ次第終了　　�

無料法律相談�

2月7日（月）午前9時～11時30分・市民相談室�
【予約】2月3日（木）午前9時から電話でのみ受付�
2月14日（月）午前9時～11時30分・市民相談室�
【予約】2月10日（木）午前9時から電話でのみ受付�
2月21日（月）午前9時～11時30分・市民相談室�
【予約】2月17日（木）午前9時から電話でのみ受付�
※定員は各5人です。定員になり次第締切ります。�
y秘書広報課（内線295）�

毎月第1・2・3月曜日（予約制）�

無料公証相談�

2月22日（火）午前10時～正午（受付は午前11時30
分まで）・福祉会館　※直接会場にお越しください。�
y京都公証人合同役場1231‐4338

毎月第4火曜日�

展示発表の部�

物集女公民館
寺戸公民館�
森本公民館�
上植野公民館
鶏冠井公民館�
中央公民館�

2月5日（土）・6日（日）�
2月12日（土）・13日（日）�
2月19日（土）・20日（日）�
2月26日（土）・27日（日）�
2月26日（土）・27日（日）�
3月5日（土）・6日（日）�

1921-0048�
1933-0031�
1931-1183�
1921-0012�
1921-0063�
1932-3166

●日時／3月13日（日）午前10時～午後4時�

●場所／市民会館ホール�

舞台発表の部�

※各会場とも土曜日は、午前10時～午後4時。�
　日曜日は、午前10時～午後3時�
※お問い合わせは、各公民館へ。�

y中央公民館1932-3166

タウンミーティング開催予定�

※どなたでも傍聴することができます。�
y政策協働課（内線280）�

■まちづくり市民の会■�
●日時／2月2日（水）午後7時～8時30分�
●場所／市役所大会議室�
●内容／巡回バスの運行について�
■向日市水道問題を考える会■�
●日時／2月15日（火）午後1時～2時30分�
●場所／市民会館�
●内容／水道問題について�

　身近な史跡を、募集中の「ふるさと向日市のカルタ」
の題材さがしにご一緒に歩いてみませんか。資料館
職員、アニメーターが各ポイントで説明します。�
●日時／2月11日（祝）午前9時30分～�
※荒天の場合は翌日に順延。11日午前8時30分～
9時に文化資料館1931‐1182へお問い合せください。�
●集合場所／ＪＲ向日町駅前�
●コース／ＪＲ向日町駅前→森本遺跡→泉福寺→
東院公園→太政官厨家跡→長岡宮築地跡→北真
経寺→内裏築地回廊跡→大極殿跡→南真経寺→
向日神社→元稲荷古墳→文化資料館（約6㎞）�
※申し込み不要�

「"むこうまち"を歩こう！－風の径コース－」�

歴史ウォーク�歴史歴史ウォーク�

y文化資料館1931‐1182

　資料館では、これまでに市民の方々から寄贈を受
けた、ちょっと昔のくらしの道具を展示します。�
●日時／2月2日（水）～3月30（水）午前10時～午
後6時（入館は5時30分まで）�

●場所／文化資料館ラウンジ�

くらしの道具展�
文化資料館ラウンジ展示のお知らせ�

老人福祉センター�

老人福祉センター桜の径�

血圧測定　2月8日（火）、16日（水）、24日（木）、
28日（月）午後1時30分～�
さわやか体操　2月4日（金）、18日（金）、25日（金）
午後1時30分～�
男性の太極拳・気功講座　2月3日（木）、10日（木）、
17日（木）、24日（木）午前10時～�
施設使用説明会　2月10日（木）午後1時30分～�

y老人福祉センター桜の径1934‐1515

老人福祉センター琴の橋�

y老人福祉センター琴の橋1924‐0800

施設使用説明会　2月8日（火）午後1時30分～�


